
幸田町キャッシュレス決済対応 POSレジ導入業務 

プロポーザル実施要領 

 

１ 業務の目的 

  令和２年１２月、総務省において「自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進

計画」が策定され、自治体にあっては、自らが担う行政サービスについて、デジタル技術やデー

タを活用し、住民の利便性を向上させること及びデジタル技術やAI 等の活用により業務効率化

を図ることが求められている。 

本公募は、幸田町の証明書発行窓口業務におけるキャッシュレス化を推進し、住民の利便性向

上、職員の負担軽減及び業務の効率化を一体的に推進することを目的として、企画提案を募集

し、当該企画提案に基づき総合的に判断して、導入事業者を決定するものである。 

 

２ 業務の内容 

 ⑴ 業務名 

   幸田町キャッシュレス決済対応 POSレジ導入業務 

 ⑵ 業務期間 

   契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで 

 ⑶ 見積限度額（令和８年度） 

   ４，３４５千円（税込み） 

   ただし、事業に係る予算が確保されない場合は、本業務を実施しない。 

 ⑷ スケジュール（予定） 

 項 目 期 日 

１ プロポーザル実施公告 令和８年６月 ８日（月） 

２ 
参加表明書提出期限 

質問の提出期限 
令和８年６月１９日（金）午後５時まで 

３ 質問への回答 令和８年６月２６日（金） 

４ 提案書等の提出期限 令和８年７日 ３日（金）午後４時まで 

５ 事前審査を行った場合の通知 令和８年７月 ８日（水） 

６ 
書類審査 

プレゼンテーション審査 
令和８年７月１４日（火） 

７ 審査結果の通知 令和８年７月１７日（金） 

８ 契約締結 令和８年７月下旬 

 

３ 参加資格 

  プロポーザルに参加する者（以下「提案事業者」という。）は、次に掲げる要件を全て満たし

ていなければならない。 

 ⑴ 幸田町入札参加資格者名簿に登録されていること。なお、参加表明書の提出時点で登録がさ

れていない場合には、速やかに登録の申請を行えば足りる。 

 ⑵ 幸田町入札参加停止基準による入札参加停止措置を受けていないこと。 

 ⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しないこ

と。 



 ⑷ 民事再生法（平成１１年法律第２２５条）の規定に基づく再生手続を開始する申立て若しく

は会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続開始の申立てをしていな

い者又はこれらの申立てがなされていない者であること。 

 ⑸ 幸田町が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要綱（平成１９年幸田町要綱第７

２号）に基づく排除措置を受けていないこと。 

 ⑹ 国税及び地方税の滞納がないこと。 

 ⑺ 過去５年間において、自治体におけるキャッシュレス決済対応ＰＯＳレジの導入実績がある

こと。 

 ⑻ 本公募は、複数の事業者による共同提案も可能とする。この場合には、次に掲げる全ての要

件を満たしていること。 

  ア 共同して提案を行う事業者（以下「構成事業者」という。）のうち、１者を代表事業者と

して定めること。 

  イ 構成事業者の全てが上記⑴～⑹の要件を満たしていること。 

  ウ 構成事業者のうち少なくとも１者が上記⑺の要件を満たしていること。 

 

４ 参加申込み 

 ⑴ 提出書類 

  ア 参加表明書（様式第１号） 

  イ 提案書類（「「６ 提案書類の作成」を参照すること。） 

   (ｱ) 「 企画提案書（様式任意） 

   (ｲ) 「 機能要件一覧表（様式第２号） 

   (ｳ) 「 見積書（様式任意） 

   ※ 「 「 (ｱ)及び(ｲ)にあっては、副本６部（正本を含め計７部）も用意すること。 

  ウ 国及び参加を希望する者の所在地における地方公共団体の税金に未納がないことを証明す

る次の書類 

   (ｱ) 「 国税（法人税、消費税及び地方消費税等） 

   (ｲ) 「 都道府県税（法人都道府県税及び地方消費税等） 

   (ｳ) 「 法人（市町村民税、軽自動車税及び固定資産税等） 

 ⑵ 提出期限 

  ア 参加表明書 

   令和８年６月１９日（金） 午後５時必着 

  イ 提案書類及び未納の税額がいことを証明する書類 

   令和８年７月３日（金） 午後４時必着 

 ⑶ 提出場所 

   〒４４４－０１９２ 

    愛知県額田郡幸田町大字菱池字元林１番地１ 

    幸田町役場 企画部 企画政策課 DX推進グループ 

 

５ 質疑照会 

  質疑がある場合には、以下の方法にて照会すること。なお、照会に対する回答は、参加意思表

明書を提出した全提案事業者に対し、令和８年６月２６日（金）までに行うものとする。 

 ⑴ 照会方法 

   電子メール（kikakujoho@town.kota.lg.jp）にて、任意の様式により受け付ける。 

   （企画部企画政策課 DX推進グループ  担当：原田宛て） 



 ⑵ 照会期限 

  令和８年６月１９日（金）午後５時まで 

 

６ 提案書類の作成 

  原則として、Ａ４判により作成することとし、文字サイズは１０ポイント以上、総ページ数は

３０ページ以内とする。また、文字は横書きとする。 

 ⑴ 企画提案書（４⑴イ(ｱ)）について 

  ア 本業務の目的、「仕様書」及び「機能要件一覧表」内容を踏まえ、簡潔かつ明確にするこ

と。 

  イ 会社概要や実績に加えて、独自の機能や拡張性など、仕様書外の内容も進んで提案するこ

と。 

  ウ 契約締結から運用開始までの工程について、作業項目ごとに週単位程度の粒度で提示する

こと。 

  エ 契約締結から運用開始までの支援体制及び運用開始後の保守管理体制を提示すること。 

 ⑵ 機能要件一覧表（４⑴イ(ｲ)）について 

   機能要件一覧表（様式第２号）の対応状況について、同表の適否欄に、対応可能な場合は

「〇」を、代替案又はカスタマイズが必要な場合は「△」を、対応不可の場合は「×」を記

載すること。なお、代替案又はカスタマイズが必要な場合は、「自由記載欄」に具体的な内

容（加算費用がある場合は見積書に含めること。）を記載すること。当該代替案が、職員の

業務量が著しく増えるなど、効率的な提案ではないと認められる場合には、減点対象とな

る。 

 ⑶ 見積書（税抜き） 

  ア 令和８年度に係る費用の見積書 

   (ｱ) 導入・保守業務委託費用 

   (ｲ) 備品購入費用 

   (ｳ) キャッシュレス端末利用手数料 

  イ 令和９年度以降に係る継続費用の見積書 

   (ｱ) 保守業務委託費用 

   (ｲ) キャッシュレス端末利用手数料 

 

７ プレゼンテーション 

 ⑴ 趣旨 

   提案事業者のノウハウ、実績、経験に基づく業務遂行能力等を見極めるため、プレゼンテー

ションを実施する。 

 ⑵ 実施内容 

  ア 原則４５分以内とし、提案及び実機によるデモンストレーションを行うこと。終了後、プ

ロポーザル審査委員会の委員より１５分程度の質疑応答をする。 

  イ 基本的には、企画提案書に記載の順序に従い行うこととし、本町が抱える課題とその解決

方法及び体制整備という視点で実施すること。 

  ウ 日程及び場所 

    令和８年７月１４日（火） 幸田町役場  

※ プレゼンテーションに参加する提案事業者数によって時間を調整し、各提案事業者に対 

して個別に開始時間を連絡する。 

  エ 出席者 



    主たる担当者を含めて最大３人までとする。 

  オ その他 

   (ｱ) 開始２０分前から、幸田町役場１階ロビーにて待機すること。また、開始１５分前か

ら、会場にて実機を準備すること。 

   (ｲ) 会場、電源、机、椅子、プロジェクター及びスクリーンは幸田町が用意する。その他

必要な機材がある場合には、プレゼンテーションを行う提案事業者が用意すること。 

 

８ 審査について 

 ⑴ 審査方法 

   プロポーザルの審査を公正に行うため、プロポーザル審査委員会を設置し、本業務の随意契

約の相手方となる候補者及び次点者を選考する。 

  ア 提案事業者が３者以下の場合は、機能要件一覧表による書類審査及び企画提案書等による

プレゼンテーション審査の総合評価により、最も優れた企画提案を行った者を選定する。 

  イ 提案事業者が４者以上の場合は、機能要件一覧表及び企画提案書等による事前審査を行

い、得点の高い３者を選考してプレゼンテーション審査を実施する。 

 ⑵ 審査結果の通知 

   審査の結果は、提案事業者の全てに電子メールにより通知する。 

 ⑶ 優先交渉権者の決定 

   審査の結果、最も評価の高かった者を優先交渉権者とし、該当者と契約締結に向けて交渉す

る。交渉の結果、契約の締結に至らなかった場合は、次点の業者を優先交渉者とする。 

 

９ その他 

 ⑴ 企画提案に要する経費は、提案事業者の負担とする。 

 ⑵ 提出後における提出書類の修正、追加、差し替え又は再提出は、認めない。 

⑶ 提出された書類は、審査結果にかかわらず返却しないこととする。 

⑷ 参加表明書の提出後、参加を取止める場合は辞退届（様式第３号）を提出すること。 

 ⑸ 審査員の構成及び人数に関する問合せには、応じない。 

 ⑹ 審査の項目及び配点に関する問合せには、応じない。 

 ⑺ 次に掲げるいずれかに該当する提案事業者は、失格とする。 

  ア 参加表明書を提出した後、提出期限内に企画提案書等の提出がされない場合 

  イ 提出書類に虚偽の内容を記載した場合 

  ウ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

  エ 他の提案事業者と提案内容等について相談を行った場合 

  オ 優先交渉権者選定終了までの間に、他の提案事業者に対して提案内容を意図的に開示した

場合 

  カ 契約締結までの間に、プロポーザルの参加資格（「３ 参加資格」を参照）に記載した条

件を満たさなくなった場合 

 ⑻ 本要領に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、協議により定める。 

 

１０ 関係書類 

 ⑴ 幸田町キャッシュレス決済対応ＰＯＳレジ導入業務仕様書 

 ⑵ 参加表明書（様式第１号） 

 ⑶ 機能要件一覧表（様式第２号）  

 ⑷ 辞退届（様式第３号） 


